
沖労発基 0419第 3号  

令和５年４月１９日 

 

別記１の団体及び法人の長 殿 

 

 

沖縄労働局長 

（公印省略） 

 

 

金属アーク溶接等作業に関する改正の施行等について 

 

平素より労働行政の運営につきましては、格別のご理解とご協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

さて、標記につきまして、別添１のとおり令和５年４月３日に公布及び告示さ

れ一部の事項を除き、令和６年１月１日から施行、適用することとなりました。 

貴団体におかれましても、会員事業場等に対し、その周知を図っていただきま

すとともに、各事業場において確実な取組が行われますよう、特段のご配慮をお

願いいたします。 

 

 

〇別添１ 令和 5年 4月 3日付け基発 0403第 6号「労働安全衛生規則等の一部

を改正する省令等の施行等について」 

〇別添２ パンフレット「金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が

義務付けられます」 

 

 

 

 

 

（担当） 

沖縄労働局 労働基準部 

健康安全課（労働衛生専門官） 

電話０９８－８６８－４４０２ 

  



別記１ 

 

一般社団法人沖縄県労働基準協会 

建設業労働災害防止協会沖縄県支部 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会沖縄県支部 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会沖縄総支部 

株式会社南西環境研究所 

株式会社沖縄環境保全研究所 

株式会社沖縄環境分析センター 

一般財団法人沖縄県環境科学センター 

公益社団法人沖縄県工業連合会 

一般社団法人沖縄県建設業協会 

一般社団法人沖縄県経営者協会 

沖縄経済同友会 

沖縄県商工会議所連合会 

沖縄県商工会連合会 

沖縄県中小企業家同友会 

沖縄県中小企業団体中央会 
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基発 0403 第６号  

令和５年４月３日  

 

都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働省労働基準局長    

（ 公 印 省 略 ）    

 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について 

 

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 66 号。

以下「改正省令」という。）及び化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属

アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定

の方法等の一部を改正する告示（令和５年厚生労働省告示第 168号。以下「改正

告示」という。）については、令和５年４月３日に公布及び告示され、一部の事

項を除き、令和６年１月１日から施行及び適用することとされたところである。

その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知

徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨及び概要等 

 １ 改正の趣旨 

金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジン

グする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業（以下「金属

アーク溶接等作業」という。）に係る作業主任者については、特定化学物質

障害予防規則（昭和 47年労働省令第 39号。以下「特化則」という。）第 27

条において、事業者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講

習（以下「特化物技能講習」という。）を修了した者のうちから、特定化学

物質作業主任者を選任しなければならないとされている。 

今般、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従

事する者となっていること等を踏まえ、特化物技能講習の講習科目を金属ア

ーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習（以下「金属アーク溶接等限

定技能講習」という。）を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合におい

ては、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク

溶接等作業主任者を選任することができることとするため、特化則等につい
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て所要の改正を行ったものである。 

 

 ２ 改正省令の概要 

 （１）労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」とい

う。）の一部改正 

作業主任者の選任に関する作業の区分、資格を有する者及び名称につい

て、金属アーク溶接等作業主任者に係るものを追加したものであること

（安衛則別表第１関係）。 

 （２）特化則の一部改正 

ア  金属アーク溶接等作業については、金属アーク溶接等限定技能講習を

修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することが

できることとしたものであること（特化則第 27条第２項関係）。 

イ  金属アーク溶接等作業主任者の新設に伴い、当該作業主任者の職務を

新たに規定したものであること（特化則第 28条の２関係）。 

ウ  金属アーク溶接等限定技能講習に係る学科講習の科目等は特化物技

能講習のものを準用することとしたものであること（特化則第 51 条第

４項関係）。 

 （３）労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

（昭和 47年労働省令第 44号。以下「登録省令」という。）の一部改正 

登録省令で定める登録教習機関の区分に金属アーク溶接等限定技能講

習を追加することとしたものであること（登録省令第 20条第 15号の２関

係）。 

 

３ 改正告示の概要 

金属アーク溶接等限定技能講習に係る科目の範囲、講習時間等を規定した

ものであること。 

 

４ 施行期日等 

（１）改正省令及び改正告示は、（改正省令の附則の一部規定を除き）令和６

年１月１日から施行及び適用することとしたこと。 

（２）登録教習機関の登録に関する所要の経過措置を設けること。 

 

第２ 細部事項 

 １ 特化則の一部改正関係 

今回の改正は、事業者に対し、金属アーク溶接等作業を行う場合は、今回

新設された金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから金属ア
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ーク溶接等作業主任者を選任することを可能とするものであり、当然、事業

者は、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において特化物技能講

習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しても差し支え

ないこと。 

 

 ２ 化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部改正関係 

金属アーク溶接等限定技能講習に係る学科講習の時間数については、特

化物技能講習の講習科目の範囲との違いを踏まえ定めたものであること。

また、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者が特化物技能講習を受

講する場合において、特化物技能講習に係る講習科目の省略や講習時間の

短縮は認められないこと。 

 

 ３ 関係通達の改正 

平成 16 年２月 17 日付け基発第 0217003 号通達の一部を次のように改正

する。 

別添（技能講習修了証明書の様式）を次のように改める。 
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ア 
溶 

ア溶：金属アーク溶接等作業主任者限定 
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○
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
六
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
四
条
、
第
七
十
六
条
第
三
項
、
第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第

百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
三
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 2 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
十
六
条
、
第
十
七
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
六
条
、
第
十
七
条
関
係
）

作

業

の

区

分

資

格

を

有

す

る

者

名

称

作

業

の

区

分

資
格
を
有
す
る
者

名

称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

特
定
化
学
物
質
及
び

特
定
化
学
物
質

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

特
定
化
学
物
質
及
び

特
定
化
学
物
質

の
う
ち
、
次
の
二
項
に
掲
げ

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作

作
業
主
任
者

の
う
ち
、
次
の
項
に
掲
げ
る

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作

作
業
主
任
者

る
作
業
以
外
の
作
業

業
主
任
者
技
能
講
習

作
業
以
外
の
作
業

業
主
任
者
技
能
講
習

（
講
習
科
目
を
次
項

を
修
了
し
た
者

の
金
属
ア
ー
ク
溶
接

等
作
業
に
係
る
も
の

に
限
定
し
た
も
の
（

以
下
「
金
属
ア
ー
ク

溶
接
等
作
業
主
任
者

限
定
技
能
講
習
」
と

い
う
。
）
を
除
く
。

令
第
六
条
第
二
十
号

の
作
業
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
修
了

し
た
者

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

特
定
化
学
物
質
及
び

金
属
ア
ー
ク
溶

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

の
う
ち
、
金
属
を
ア
ー
ク
溶

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作

接
等
作
業
主
任

接
す
る
作
業
、
ア
ー
ク
を
用

業
主
任
者
技
能
講
習

者

い
て
金
属
を
溶
断
し
、
又
は

（
金
属
ア
ー
ク
溶
接

ガ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
作
業
そ
の

等
作
業
主
任
者
限
定
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他
の
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造

技
能
講
習
を
含
む
。

し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
（

）
を
修
了
し
た
者

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
金

属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と

い
う
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
十
四
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
二
十
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
特
定
化

第
十
四
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
二
十
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
特
定
化

学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
特
定
化
学
物
質
障

学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う

害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
二

ち
か
ら
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
に
規
定
す
る
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
を
除
く
。

第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
四
ア
ル
キ

ル
鉛
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習

第
二
十
七
条

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習

の
科
目
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則

の
科
目
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号)

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
等
の
選
任
）

（
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
特
定

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
特
定

化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
次
項
に
規
定
す

化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
特
別
有
機
溶
剤

る
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
を
除
く
。
第
五
十
一
条

業
務
に
係
る
作
業
に
あ
つ
て
は
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
）
を
修

第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
特
別
有
機
溶
剤
業
務
に
係
る
作

了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば

業
に
あ
つ
て
は
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
）
を
修
了
し
た
者
の
う

な
ら
な
い
。

ち
か
ら
、
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

（
新
設
）

の
う
ち
、
金
属
を
ア
ー
ク
溶
接
す
る
作
業
、
ア
ー
ク
を
用
い
て
金
属
を
溶
断

し
、
又
は
ガ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
作
業
そ
の
他
の
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造
し
、
又

は
取
り
扱
う
作
業
（
以
下
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
講
習
科
目
を
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
も
の
に
限
定
し
た

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
第
五
十
一

条
第
四
項
に
お
い
て
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
」

と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任

者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
二
十
八
条
の
二

事
業
者
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
に
次
の
事

（
新
設
）

項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
り
汚
染
さ
れ
、
又
は

こ
れ
を
吸
入
し
な
い
よ
う
に
、
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
労
働
者
を
指
揮

す
る
こ
と
。

二

全
体
換
気
装
置
そ
の
他
労
働
者
が
健
康
障
害
を
受
け
る
こ
と
を
予
防
す

る
た
め
の
装
置
を
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
点
検
す
る
こ
と
。

三

保
護
具
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。
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（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を
除

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を
除

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
２
か
ら
６
ま
で
、
８
、
８
の
２
、

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
２
か
ら
６
ま
で
、
８
、
８
の
２
、

11

11

か
ら

ま
で
、

の
２
か
ら

の
２
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

か
ら

ま
で
、

の
２
か
ら

の
２
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

12

13

15

18

19

21

12

13

15

18

19

21

、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

の
２
か
ら

ま
で
、

、

の
２
、

、

、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

の
２
か
ら

ま
で
、

、

の
２
、

、

22

22

23

24

26

27

29

22

22

23

24

26

27

29

、

の
２
、

、

の
２
若
し
く
は

の
３
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
別
表

、

の
２
、

、

の
２
若
し
く
は

の
３
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
別
表

30

31

32

33

34

30

31

32

33

34

第
一
第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
十
一
号

第
一
第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
十
一
号

か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
三
号
の
二
か
ら
第
十
五
号
の
二
ま
で
、
第
十
八

か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
三
号
の
二
か
ら
第
十
五
号
の
二
ま
で
、
第
十
八

号
の
二
か
ら
第
十
九
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら

号
の
二
か
ら
第
十
九
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら

第
二
十
二
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
三
号
の
二
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
二

第
二
十
二
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
三
号
の
二
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
二

十
六
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
の

十
六
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
の

二
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
四
号
の
三
に
掲
げ

二
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
四
号
の
三
に
掲
げ

る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り

る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り

扱
う
作
業
場
（
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸

扱
う
作
業
場
（
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸

等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業

等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業

場
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇

場
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇

所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば

五

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
旨

な
ら
な
い
旨

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
行
う
作
業
場

（
新
設
）

ハ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

（
削
る
）

へ

第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作

業
を
行
う
作
業
場

ト

（
略
）

ト

（
略
）

（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
措
置
）

（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
二
十
一

事
業
者
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
行
う
屋
内

第
三
十
八
条
の
二
十
一

事
業
者
は
、
金
属
を
ア
ー
ク
溶
接
す
る
作
業
、
ア
ー

作
業
場
に
つ
い
て
は
、
当
該
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー

ク
を
用
い
て
金
属
を
溶
断
し
、
又
は
ガ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
作
業
そ
の
他
の
溶
接
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ム
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
全
体
換
気
装
置
に
よ
る
換
気
の
実
施
又
は
こ
れ
と

ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
金

同
等
以
上
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事

属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
は
、

業
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
お

当
該
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
減
少
さ
せ
る
た
め

い
て
発
生
す
る
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備

、
全
体
換
気
装
置
に
よ
る
換
気
の
実
施
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講

、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
を
要
し

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
第
五
条
の
規

な
い
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
お
い
て
発
生
す
る
ガ
ス
、

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル

キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作

業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
」
と
、
「
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に

係
る
」
と
あ
る
の
は
「
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
に
係
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
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（
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
区
分
）

（
登
録
の
区
分
）

第
二
十
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次

第
二
十
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
次

十
五

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
五
の
二

講
習
科
目
を
令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
の
う
ち
、
金
属
を
ア

（
新
設
）

ー
ク
溶
接
す
る
作
業
、
ア
ー
ク
を
用
い
て
金
属
を
溶
断
し
、
又
は
ガ
ウ
ジ

ン
グ
す
る
作
業
そ
の
他
の
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作

業
に
係
る
も
の
に
限
定
し
た
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業

主
任
者
技
能
講
習

十
六
～
二
十
六

（
略
）

十
六
～
二
十
六

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

、

（
登
録
教
習
機
関
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令

（
以
下
「
新
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
十
五
号
の
二
に
掲
げ
る
区
分
に
つ
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四

十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
四
条
の
登
録
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
規
程
の
届
出
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係

る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
十
五
号
の
区
分
に
係
る
登
録
教
習
機

関
と
し
て
登
録
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
登
録
省
令
第
二
十
条
第
十
五
号
の
区
分
に
係
る

登
録
教
習
機
関
と
し
て
登
録
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
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係
る
当
該
登
録
の
有
効
期
間
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
二
十
三
条
の
二
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
け
る
旧
登
録
省
令
第
二
十
条
第
十
五
号
の
区
分
に
係
る
登
録
教
習
機
関

と
し
て
受
け
た
登
録
の
残
存
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。
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○
厚
生
労
働
省
告
示
百
六
十
八
号

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
五
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
化
学
物
質
関
係
作
業
主
任
者
技
能
講
習
規
程
及
び
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
継
続

し
て
行
う
屋
内
作
業
場
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
三
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

化
学
物
質
関
係
作
業
主
任
者
技
能
講
習
規
程
及
び
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
継
続
し
て
行
う
屋
内
作
業
場
に
係
る
溶

接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
化
学
物
質
関
係
作
業
主
任
者
技
能
講
習
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

化
学
物
質
関
係
作
業
主
任
者
技
能
講
習
規
程
（
平
成
六
年
労
働
省
告
示
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
講
習
科
目
の
範
囲
及
び
時
間
）

（
講
習
科
目
の
範
囲
及
び
時
間
）

第
二
条

技
能
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ

第
二
条

技
能
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
範
囲
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習

ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
範
囲
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習

時
間
に
よ
り
、
教
本
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

時
間
に
よ
り
、
教
本
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目

範

囲

講
習
時
間

講
習
科
目

範

囲

講
習
時
間

（
略
）

（
略
）

特
定
化
学

金
属
ア
ー

（
略
）

（
略
）

特
定
化
学

（
新
設
）

物
質
及
び

ク
溶
接
等

物
質
及
び

四
ア
ル
キ

作
業
主
任

四
ア
ル
キ

ル
鉛
等
作

者
限
定
技

ル
鉛
等
作

業
主
任
者

能
講
習

業
主
任
者

技
能
講
習

技
能
講
習

（
金
属
ア

ー
ク
溶
接

等
作
業
主

任
者
限
定

技
能
講
習

（
特
定
化

学
物
質
障

害
予
防
規

則
（
昭
和

四
十
七
年

労
働
省
令

第
三
十
九

号
）
第
二

十
七
条
第
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二
項
に
規

定
す
る
金

属
ア
ー
ク

溶
接
等
作

業
主
任
者

限
定
技
能

講
習
を
い

う
。
以
下

同
じ
。
）

を
除
く
。

）

健
康
障
害

（
略
）

（
略
）

（
略
）

溶
接
ヒ
ュ

四
時
間
（

健
康
障
害

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
新
設
）

四
時
間
（

及
び
そ
の

ー
ム
に
よ

鉛
作
業
主

及
び
そ
の

鉛
作
業
主

予
防
措
置

る
健
康
障

任
者
技
能

予
防
措
置

任
者
技
能

に
関
す
る

害
の
病
理

講
習
に
あ

に
関
す
る

講
習
に
あ

知
識

、
症
状
、

っ
て
は
三

知
識

っ
て
は
三

予
防
方
法

時
間
、
金

時
間
）

及
び
応
急

属
ア
ー
ク

措
置

溶
接
等
作

業
主
任
者

限
定
技
能

講
習
に
あ

っ
て
は
一

時
間
）

作
業
環
境

（
略
）

（
略
）

（
略
）

溶
接
ヒ
ュ

四
時
間
（

作
業
環
境

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
新
設
）

四
時
間
（

の
改
善
方

ー
ム
の
性

鉛
作
業
主

の
改
善
方

鉛
作
業
主

法
に
関
す

質

金
属

任
者
技
能

法
に
関
す

任
者
技
能

る
知
識

ア
ー
ク
溶

講
習
に
あ

る
知
識

講
習
に
あ

接
等
作
業

っ
て
は
三

っ
て
は
三
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（
金
属
を

時
間
、
金

時
間
）

ア
ー
ク
溶

属
ア
ー
ク

接
す
る
作

溶
接
等
作

業
、
ア
ー

業
主
任
者

ク
を
用
い

限
定
技
能

て
金
属
を

講
習
に
あ

溶
断
し
、

っ
て
は
二

又
は
ガ
ウ

時
間
）

ジ
ン
グ
す

る
作
業
そ

の
他
の
溶

接
ヒ
ュ
ー

ム
を
製
造

し
、
又
は

取
り
扱
う

作
業
を
い

う
。
以
下

同
じ
。
）

に
係
る
器

具
そ
の
他

の
設
備
の

管
理

作

業
環
境
の

評
価
及
び

改
善
の
方

法

保
護
具
に

（
略
）

（
略
）

（
略
）

金
属
ア
ー

（
略
）

保
護
具
に

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
新
設
）

（
略
）

関
す
る
知

ク
溶
接
等

関
す
る
知

識

作
業
に
係

識

る
保
護
具
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の
種
類
、

性
能
、
使

用
方
法
及

び
管
理

関
係
法
令

（
略
）

（
略
）

（
略
）

労
働
安
全

二
時
間
（

関
係
法
令

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
新
設
）

二
時
間
（

衛
生
法
、

鉛
作
業
主

鉛
作
業
主

労
働
安
全

任
者
技
能

任
者
技
能

衛
生
法
施

講
習
に
あ

講
習
に
あ

行
令
及
び

っ
て
は
三

っ
て
は
三

労
働
安
全

時
間
、
金

時
間
）

衛
生
規
則

属
ア
ー
ク

中
の
関
係

溶
接
等
作

条
項

特

業
主
任
者

定
化
学
物

限
定
技
能

質
障
害
予

講
習
に
あ

防
規
則

っ
て
は
一

時
間
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
継
続
し
て
行
う
屋
内
作
業
場
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
の
一
部
改

正
）

第
二
条

金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
継
続
し
て
行
う
屋
内
作
業
場
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
（
令
和

二
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
）

（
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
）

第
一
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十

第
一
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十

九
号
。
以
下
「
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
の
規

九
号
。
以
下
「
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

定
に
よ
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

試
料
空
気
の
採
取
は
、
特
化
則
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
属

一

試
料
空
気
の
採
取
は
、
特
化
則
第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定

ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接

す
る
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
金
属
ア

等
作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採

ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
に
装
着
す

取
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

る
試
料
採
取
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

試
料
採
取
機
器
の
採
取
口
は
、
当
該
労
働
者
の
呼
吸
す
る
空
気
中
の
溶
接

て
、
当
該
試
料
採
取
機
器
の
採
取
口
は
、
当
該
労
働
者
の
呼
吸
す
る
空
気

ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
を
測
定
す
る
た
め
に
最
も
適
切
な
部
位
に
装
着
し
な
け

中
の
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
を
測
定
す
る
た
め
に
最
も
適
切
な
部
位
に
装

れ
ば
な
ら
な
い
。

着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（案）及び化学物質関係作業主任者技能講習規

程の一部を改正する件（案）について（概要）に関する意見募集について」に対して寄せら

れた御意見等について 

 

令 和 ５ 年 ４ 月 ３ 日 

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 安 全 衛 生 部 

化学物質対策課環境改善･ばく露対策室 

 

標記について、令和４年 12月 26日から令和５年１月 24日までの間、ホームページを通

じて御意見を募集したところ、計 14件の御意見をいただき、うち 10件は本件に関する御意

見、残り４件は本件とは関係の無い御意見でした。 

お寄せいただいた本件に関する御意見の要旨とそれに対する厚生労働省の考え方について

は、次のとおりです（取りまとめの都合上、お寄せいただいた御意見のうち、同趣旨のもの

は適宜集約しております。）。 

今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 

 

番

号 
御意見の要旨 御意見に対する考え方 

１ 【改正の趣旨について】 

案文の金属アーク溶接作業のみに従事

する者に対し、講習科目を金属アーク溶

接等作業に係るものに限定した「金属ア

ーク溶接等作業主任者限定技能講習」を

新設し、当該講習を修了した者のうちか

ら、金属アーク溶接等作業主任者を選任

することについては、当該作業主任者の

職務内容及び職務遂行性を考慮しても妥

当であると考える。 

 また、特定化学物質の広範にわたる講

習を行うよりも、金属アーク溶接等作業

に特化した内容の講習を行うことで、教

育効果も期待できるものと考察する。 

 ご意見ありがとうございます。 

２ 【技能講習の名称について】 

・ アーク溶接に限定した作業主任者技

能講習を実施することについては、賛

成だが、当該講習修了者が、プレス作業

主任者とプレス金型特別教育のよう

に、アーク溶接等特別教育の「上位互

換」であるかのような誤解を与えない

名称については、特定化学物質及び四ア

ルキル鉛等作業主任者技能講習（以下「特

化物技能講習」という。）に包含される技能

講習であるため、「限定技能講習」という名

称とすることで、既存の特化物技能講習と

区分けしているところです。 
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ように名称等の工夫（例えば、金属アー

ク溶接による健康障害防止作業主任者

など）をお願いしたい。 

・ 技能講習の名称を「特定化学物質及

び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

（金属アーク溶接等作業限定）」のよう

に、「特定化学物質及び四アルキル鉛等

作業主任者技能講習」の一部限定と分

かるような名称とすることが望ましい

と考える。 

３ 【経過措置について】 

・ 施行期日前の令和５年度中に講習を

実施する必要があると思われることか

ら、当該技能講習の講習機関として登

録するには時間的余裕がないため、少

なくとも経過措置として、「特定化学物

質作業主任者技能講習に係る登録講習

機関はアーク溶接等作業主任者限定技

能講習に係る登録講習機関とみなす」

対応をお願いしたい。 

・ 施行以前に、限定講習（１日講習）を

修了した者は、施行以前であっても、主

任者に選任できる経過措置を設けてい

ただきたい。 

・ 公布から施行まで、概ね９ヶ月あるこ

とから、登録講習機関としての登録には

十分な時間があると考えています。この

ため、特化物技能講習を行おうとする登

録講習機関は、新たに登録申請を行う必

要があります。 

・ 金属アーク溶接等作業主任者限定技能

講習は、施行日（令和６年１月１日）前

においては、登録教習機関になるための

申請のみが可能であり、登録は施行後と

なっているため、施行前に当該講習を受

講することはできません。 

４ 【選任について】 

・ 金属アーク溶接等作業主任者の選任

に当たっては、金属アーク溶接等作業

主任者限定技能講習修了者のみなら

ず、特定化学物質及び四アルキル鉛等

作業主任者技能講習を修了した者のう

ちからも選任することができることと

していただきたい。 

・ アーク溶接のみを行う事業場におい

て、化学物質管理者と作業主任者の関

係はどのようになるか。 

(1) 金属アーク溶接等作業主任者限定

技能講習修了者を作業主任者として

選任した場合、化学物質管理者の選

任は必要か。 

・ 金属アーク溶接等作業を行う場合は、

金属アーク溶接等作業主任者限定技能

講習又は特化物技能講習を修了した者

のうちから、金属アーク溶接等作業主任

者を選任することができることとして

おり、金属アーク溶接等作業を行う場合

は、従前どおり、特化物技能講習を修了

した者のうちから、特定化学物質作業主

任者を選任しても差し支えありません。 

・ 化学物質管理者はリスクアセスメント

対象物を製造又は取り扱う事業場ごと

に選任する必要がありますが、溶接ヒュ

ームは、リスクアセスメント対象物では

ありません。このため、事業場がリスク

アセスメント対象物を製造又は取扱い
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(2)化学物質管理者を選任した場合、金

属アーク溶接等作業主任者の選任は

不要か。 

(3)化学物質管理者及び金属アーク溶

接等作業主任者の両者を選任する必

要があるか。 

・ 既に特定化学物質作業主任者を選任

している事業場は、改正後に現在の特

定化学物質作業主任者を金属アーク溶

接作業主任者として選任し直す必要が

あるのか。その際、新たに技能講習を受

講する必要はあるのか。 

することなく、金属アーク溶接等作業を

行う場合は、化学物質管理者の選任は不

要です。 

・ 金属アーク溶接等作業を行う場合、従

前の特化物技能講習修了者を作業主任

者として選任することが可能ですので、

改めて金属アーク溶接等作業主任者限

定技能講習を受講させる必要はありま

せん。 

５ 【各科目の講習時間について】 

・  新たなカリキュラムが保護具に関

して１時間となっていることは、保護

具の重要性が高まって保護具管理者

の選任まで求めている中にあって１

時間では足りず、特に建設現場での衛

生対策が保護具に依存する実態から

すれば、作業主任者の職務が保護具の

使用管理にあるといっても過言では

ない現状を斟酌し少なくとも２時間

と設定すべきであると考える。 

・  「健康障害及びその予防措置に関す

る知識」は、溶接ヒュームやマンガン

によるものだけを講習内容とするな

ら、講習時間２時間はもてあましてし

まうのではないか。「保護具に関する

知識」は逆に、フィットテストや防護

係数に基づく選択等も講習内容に含

まれると思われるので、１時間では足

りないのではないか。ついては「健康

障害及びその予防措置に関する知識」

と「保護具に関する知識」の講習時間

を、それぞれ 1.5時間ずつとしてはい

かがか。  

講習時間については、ご意見を踏まえ、

「健康障害及びその予防措置に関する知

識」の科目の講習時間は１時間とし、「保護

具に関する知識」の科目の講習時間は、従

来の特化物技能講習と同様の２時間とす

ることにします。 

 

６ 【アーク溶接等特別教育との関係】 

既に溶接業務に従事しているもの、ア

ーク溶接の特別教育を受講しているもの

金属アーク溶接等作業主任者限定技能

講習は、金属アーク溶接等作業の指揮や設

備等の管理等を行うことを職務とする金
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については、講習内容が重複することが

考えられるため、講習内容を精査し条件

を満たすものについては、時間短縮また

は免除することが妥当と考える。 

属アーク溶接等作業主任者の選任のため

の講習であり、アーク溶接等に係る特別教

育は、アーク溶接等作業を安全に実施する

ための教育であり、趣旨が異なり、内容に

重複はないため、それぞれ技能講習又は特

別教育を受ける必要があります。 

７ 【講習全体の講習時間について】 

受講者側からすれば講習時間の制約が

少ないため負担が少なくなるのでよい

が、アーク溶接作業に特化するからと言

って６時間の講習時間で取得できるのは

作業主任者制度に疑問が残る。 

金属アーク溶接等作業主任者限定技能

講習に係る学科講習の時間数は特化物技

能講習の学科講習の時間数を踏まえてい

ます。具体的には、「健康障害及びその予防

措置に関する知識」の科目の講習時間は、

従来４時間のところ、対象範囲となる物質

が特定化学物質全てから溶接ヒュームの

みとなることを踏まえ、１時間とし、「作業

環境の改善方法に関する知識」の科目の講

習時間は、従来４時間のところ、溶接ヒュ

ームは作業環境測定の対象とならないこ

と、局所排気装置に関する内容は不要であ

ること等を踏まえて、２時間とし、「保護具

に関する知識」の科目の講習時間は、従来

２時間のところ、対象範囲に大きな変更は

ないため、講習時間は２時間のままとし、

「関係法令」の科目の講習時間は、従来２

時間のところ、教育対象となる物質が特定

化学物質全てから溶接ヒュームのみとな

ることに伴い、適用になる法令の範囲も少

なくなるため、１時間としました。これを

合計すると、６時間となります。 

８ 【フィットテストについて】 

新たな作業主任者は保護具管理者も兼

務するのがほとんどであるという実態を

勘案すれば、保護具管理者に必要な着用

やフィットテストのスキルも習得するた

めの実習を組み込むことも重要であると

考える。修了試験の時間はどの程度の時

間を想定しているか不明だが、1日コース

で終了させることを優先し過ぎることに

よって、実効性が下がらないよう現場の

作業主任者の職務は、保護具の使用状況

の監視に留まり、フィットテストの実施は

含まれません。したがいまして、フィット

テストについては、保護具着用管理責任者

教育やフィットテスト実施者研修として

厚生労働省で別途カリキュラムを定めて

おりますので、そちらに基づき安全衛生団

体等において実施するものを受講してい

ただきますようお願いします。 



5 

 

実態を踏まえた制度設計を強く要望す

る。 

９ 【周知について】 

・ 本改正案の趣旨は、「特定化学物質及

び四アルキル鉛等作業主任者技能講

習」修了者のうちから特定化学物質作

業主任者を選任することは変わらず、

金属アーク溶接等作業のみに限定され

た「アーク溶接限定技能講習」を新設

し、金属アーク溶接等作業「のみ」を行

う場合においては、当該講習を修了し

た者のうちから、作業主任者を選任す

ることができる事にある。すなわち、

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作

業主任者技能講習」修了者も引き続き、

金属アーク溶接等作業を行う場合の作

業主任者に選任することができること

に変わりはない。これらの事項を分か

りやすく通知文などの中で解説する必

要があると考える。 

・ 本改正について、アーク溶接のみを行

う事業場においては限定講習修了者だ

けでなく、特定化学物質及び四アルキ

ル鉛等作業主任者技能講習修了者を作

業主任者として選任できると理解して

いるが、そのことをわかりやすく明示

していただきたい。 

・ 講習（２日講習）修了者は、限定講習

（１日講習）の受講が不要なことを明

確にしたパンフレット等を作成いただ

き、周知を行政において徹底していた

だきたい。特定化学物質及び四アルキ

ル鉛等作業主任者技能講習を修了した

場合には、限定講習（１日講習）を再度

受講する必要がないことを周知いただ

きたい。 

 今回の制度改正の内容について、適切な

周知を図ってまいります。 

 

○ 本改正省令案等とは直接関係の無い御意見 
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番

号 
御意見の要旨 御意見に対する考え方 

１ ・はい作業主任者の技能講習に関する御

意見。 

・特定化学物質に指定されている有機溶

剤に関する御意見。 

・講習開催頻度に関する御意見。 

・改正経緯に関する御意見。 

・職場における化学物質等の検討会に関

する御意見。 

いただいた御意見は今後の制度改正に

おける参考とさせていただきます。 

 



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

1

※一部経過措置があります（令和４年４月１日施行、フィットテストの実施については
令和５年４月１日施行）

金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ

金属アーク溶接等作業について
健康障害防止措置が義務付けられます

１．新たに規制の対象となった物質

溶接ヒューム（金属アーク溶接等作業(※)において加熱により発生する粒子状物質）について、新たに
特化則の特定化学物質（管理第２類物質）として位置付けました。

※金属アーク溶接等作業

・金属をアーク溶接する作業、
・アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
・その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業
（燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、

ガウジングは含まれません）

溶接ヒューム

主な有害性（発がん性、その他の有害性） 性状

発がん性：国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）グループ１
ヒトに対する発がん性

その他 ：溶接ヒュームに含まれる酸化マンガン（ＭｎＯ）
について神経機能障害
三酸化二マンガン（Mn2O3）について
神経機能障害、呼吸器系障害

溶接により生じた蒸気が空
気中で凝固した固体の粒子
（粒径0.1～1㎛程度）

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健
康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛
生法施行令、特定化学物質障害予防規則（特化則）等を改正し、新たな告示
を制定しました。

改正政省令・告示は、令和３年４月１日から施行・適用します。

このリーフレットは、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者向けの

ものです。

屋外作業場や、毎回異なる屋内作業場で金属アーク溶接等作業を行う方は、リーフレッ

ト「屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ」をご覧ください。

※「屋内作業場」とは、以下のいずれかに該当する作業場をいいます。
・作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板その他のしゃへい物が設けられている場所
・ガス、蒸気または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所

※「継続して行う屋内作業場」には、建築中の建物内部等で金属アーク溶接等作業を同じ場所で繰り
返し行わないものは含まれません。



２．特定化学物質としての規制

（１）全体換気装置による換気等（特化則第38条の21第１項）

金属アーク溶接等作業に関する溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施
またはこれと同等以上の措置を講じる必要があります。
※「同等以上の措置」には、プッシュプル型換気装置、局所排気装置が含まれます。

「全体換気装置」とは、動力により全体換気を行う装置をいいます。なお、全体換気装置は、特定
化学物質作業主任者（→６ページ）が、1月を超えない期間ごとに、その損傷、異常の有無などに
ついて点検する必要があります。

※当該呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認をいいます。

① 溶接ヒュームの濃度の測定

④ 測定結果に応じ、有効な呼吸用保護具を選択し、
労働者に使用させる

⑤（面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合）
１年以内ごとに１回、フィットテスト（※）の実施

→４ページ

→４ページ

→５ページ

② 換気装置の風量の増加 その他必要な措置

③ 再度、溶接ヒュームの濃度の測定

測定の結果がマンガンとして
0.05mg/㎥以上等の場合

→３ページ

左記以外
の場合

→８ページ

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で

（２）溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用
及びフィットテストの実施等（特化則第38条の21第２項～第８項）

「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」の場合
・当該作業の方法を新たに採用し、または変更しようとするときは、以下の措置を講じることが

必要です（経過措置期間は下図参照）。
・なお、現に当該作業を行っている場合は、令和４年３月31日までに以下の①の措置を講じるこ

とが必要です。

※「変更しようとするとき」には、以下の場合が含まれます。
・溶接方法が変更された場合
・溶接材料、母材や溶接作業場所の変更が溶接ヒュームの濃度に大きな影響を与える場合

必要な措置の流れ

→３ページ

2

【全体換気装置の例】 【局所排気装置の例】

令
和
５
年
３
月
３
月
31
日
ま
で

経過措置期間



個人ばく露測定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定します。

3

サンプラー

ポンプ

①③溶接ヒュームの濃度の測定等（測定等告示※第１条）

① 試料空気の採取は、金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着
する試料採取機器を用いる方法により行います。

※試料採取機器の採取口は、労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定する
ために最も適切な部位（呼吸域）に装着する必要があります。その際、採取口が溶接
用の面体の内側となるように留意します。

② 試料空気の採取の対象者、時間は以下のとおりです。
・試料採取機器の装着は、労働者にばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一で

あると見込まれる作業（以下「均等ばく露作業」）ごとに、それぞれ、適切な
数（２人以上に限る）の労働者に対して行います。

※均等ばく露作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた２以上
の作業日において試料採取機器を装着する方法により採取が行われたときは、この
限りではありません。

・試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が金属アーク
溶接等作業に従事する全時間です。なお、採取の時間を短縮することはできま
せん。

③ 試料採取方法は、作業環境測定基準第２条第２項の要件に該当する分粒装
置を用いるろ過捕集方法またはこれと同等以上の性能を有する試料採取方
法により行います。

④ 分析方法は、吸光光度分析方法、原子吸光分析方法、左記と同等以上の性
能を有する分析方法により行います。

個人ばく露測定の詳細

※ 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等

（令和２年厚生労働省告示第286号）

（注）個人ばく露測定は、第1種作業環境測定士、作業環境測定機関などの、当該
測定について十分な知識・経験を有する者により実施してください。



① 溶接ヒュームの濃度測定の結果に応じ、換気装置の風量の増加その他必要な
措置を講じます（次に該当する場合は除きます。）。

・溶接ヒュームの濃度がマンガンとして0.05mg/㎥を下回る場合

・同一事業場の類似の溶接作業場において、濃度測定の結果に応じて十分に措置内容
を検討し、当該対象作業場においてその措置をあらかじめ実施している場合

4

② ①の措置を講じたときは、その効果を確認するため、再度、個人ばく露測定
により空気中の溶接ヒュームの濃度を測定します。

③ 個人ばく露測定による溶接ヒュームの濃度の測定等を行ったときは、
その都度、必要な事項を記録します。
（当該金属アーク溶接等作業方法を用いなくなった日から３年保存）

※「その他必要な措置」には、次の措置が含まれます。

・溶接方法や母材、溶接材料等の変更による溶接ヒューム量の低減
・集じん装置による集じん
・移動式送風機による送風の実施

②換気装置の風量の増加その他の措置（特化則第38条の21第３項）

① 溶接ヒュームの濃度の測定の結果得られたマンガン濃度の最大の値（C）を
使用し、以下の計算式により「要求防護係数」を算定します。

②「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を、以下の
一覧表から選択します。

呼吸用保護具の種類 指定防護係数

防
じ
ん
マ
ス
ク

取替え式 全面形面体 ＲＳ３又はＲＬ３ ５０
ＲＳ２又はＲＬ２ １４
ＲＳ１又はＲＬ１ ４

半面形面体 ＲＳ３又はＲＬ３ １０
ＲＳ２又はＲＬ２ １０
ＲＳ１又はＲＬ１ ４

使い捨て式 ＤＳ３又はＤＬ３ １０
ＤＳ２又はＤＬ２ １０
ＤＳ１又はＤＬ１ ４

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

全面形面体 S級 ＰＳ３又はＰＬ３ １，０００
Ａ級 ＰＳ２又はＰＬ２ ９０
Ａ級又はＢ級 ＰＳ１又はＰＬ１ １９

半面形面体 Ｓ級 ＰＳ３又はＰＬ３ ５０
Ａ級 ＰＳ２又はＰＬ２ ３３
Ａ級又はＢ級 ＰＳ１又はＰＬ１ １４

フード形又は
フェイスシールド形

Ｓ級 ＰＳ３又はＰＬ３ ２５
Ａ級 ２０
Ｓ級又はＡ級 ＰＳ２又はＰＬ２ ２０
Ｓ級,Ａ級又はＢ級 ＰＳ１又はＰＬ１ １１

（注）ＲＳ１、ＲＳ２などは、防じんマスクの規格の規定による区分、Ｓ級、Ａ級およびＢ級、ＰＳ１、
ＰＳ２などは、電動ファン付き呼吸用保護具の規格の規定による区分です。

※ 電動ファン付き呼吸用保護具とエアラインマスクのうち、実際の作業時の測定等により得られた防護
係数がこの表に掲げる指定防護係数を上回ることを製造者が証明する特定の型式については、別に定め
る指定防護係数を使用することができます。

④呼吸用保護具の選択の方法（測定等告示第２条）

= 0.05要求防護係数

指定防護係数※一覧（抜粋）



呼吸用保護具の外側の測定対象物質※の濃度

呼吸用保護具の内側の測定対象物質の濃度

●フィットテストの方法
① JIS T8150（呼吸用保護具の選択、使用および保守管理方法）に定める方法ま

たはこれと同等の方法により、呼吸用保護具の外側、内側それぞれの測定対象
物質の濃度を測定し、以下の計算式により「フィットファクタ」を求めます。

5

（フィットファクタ）＝

呼吸用保護具の種類 要求フィットファクタ

全面形面体を有するもの 500

半面形面体を有するもの 100

確認を受けた者 確認の日時 装着の良否 備考

甲山一郎 12/8 10：00 良 ●●社に委託して実施（以下同じ。）。

乙田次郎 12/8 10：30 否（１回目）
良（２回目）

最初のテストで不合格となったが、マスクの
装着方法を改善し、２回目で合格となった。

⑤フィットテストの方法（測定等告示第３条）

（参考）呼吸用保護具の種類

※ 大気粉じん等、JIS T8150で定めるものです。

●フィットテストの記録の方法
確認を受けた者の氏名、確認の日時、装着の良否、上記の確認を外部に委託して
行った場合の受託者の名称を記録します。

（記録の例）

②「フィットファクタ」が、以下の「要求フィットファクタ」を上回っているか
どうかを確認します。

防じんマスク

【取り替え式・全面形面体】【取り替え式・半面形面体】【使い捨て式】

電動ファン付き呼吸用保護具

【全面形面体】 【半面形面体】
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① 作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないように、作業の方法を
決定し、労働者を指揮すること

② 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を１
か月を超えない期間ごとに点検すること

③ 保護具の使用状況を監視すること

（４）特定化学物質作業主任者の選任（特化則第27条、第28条）

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから
作業主任者を選任し、次の職務を行わせることが必要です。
（令和４年３月31日まで経過措置あり→８ページ）

（５）特殊健康診断の実施等（特化則第39条～第42条）

溶接ヒュームを取り扱う作業に常時従事する労働者に対して、健康診断を行うこ
とが必要です。

● 金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対し、雇入れまたは当該業務へ
の 配置換えの際およびその後６月以内ごとに１回、定期に、規定の事項につい
て健康診断を実施する（１次健診）。

● 上記健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるもの
に対し、規定の事項について健康診断を実施する（２次健診）。

● 健康診断の結果を労働者に通知する。
● 健康診断の結果（個人票）は、５年間の保存が必要。
● 特定化学物質健康診断結果報告書（特化則様式第３号）を労働基準監督署長に

提出する。
● 健康診断の結果異常と診断された場合は、医師の意見を勘案し、必要に応じて

労働者の健康を保持するために必要な措置を講じる。

■溶接ヒュームの健診項目

１次検診 ①業務の経歴の調査 ②作業条件の簡易な調査
③溶接ヒュームによるせき等パーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査
④せき等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 ⑤握力の測定

２次健診 ①作業条件の調査 ②呼吸器に関する他覚症状等がある場合における胸部理学的検査等
③パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査
④医師が必要と認める場合における尿中等のマンガンの量の測定

※金属アーク溶接等作業に常時従事する場合は、上記とは別に「じん肺健康診断」の実施
（じん肺法第7～9条の2）が必要ですのでご注意ください。

（３）掃除等の実施（特化則第38条の21第9項）

金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場
の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散
しない方法によって、毎日１回以上掃除しなければなりません。

※「水洗等」には超高性能（HEPA）フィルター付き真空掃除機が含まれますが、粉
じんの再飛散に注意する必要があります。



① 安全衛生教育（安衛則第35条）

労働者を新たに雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときは、
労働者が従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項（特に、
「呼吸用保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること」など）に
ついて、教育を行う。

② ぼろ等の処理（特化則第12条の２）

対象物に汚染されたぼろ（ウエス等）、紙くず等を、ふた付きの不浸透性
容器に納めておく。

③ 不浸透性の床の設置（特化則第21条）

作業場所の床は、不浸透性のもの（コンクリート、鉄板等）とする。

④ 立入禁止措置（特化則第24条）

関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う。

⑤ 運搬貯蔵時の容器等の使用等（特化則第25条）

対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の
場所にし、関係者以外を立入禁止にする。

⑥ 休憩室の設置（特化則第37条）

対象物を常時、製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場所
以外の場所に休憩室を設ける。

⑦ 洗浄設備の設置（特化則第38条）

以下の設備を設ける。

・洗眼、洗身またはうがいの設備
・更衣設備
・洗濯のための設備

⑧ 喫煙または飲食の禁止（特化則第38条の２）

対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その旨の表示を行う。

⑨ 有効な呼吸用保護具の備え付け等（特化則第43条、第45条）

必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける。

（６）その他必要な措置

溶接ヒュームを取り扱う作業に関し、次の措置を講じることが必要です。
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規制の内容
2021(令和3)年 2022(令和4)年 2023(令和5)年

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月

溶接ヒュームの
濃度測定・呼吸用
保護具の使用等

特定化学物質
作業主任者の選任

全体換気の実施
特殊健康診断の実施
その他必要な措置
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３．施行日・経過措置

屋内作業場における金属アーク溶接等作業の規制は、下表のスケジュールで
施行されます。

呼吸用保護具の選択･使用
(4/1～)

溶接ヒュームの濃度測定
(4/1～)

換気風量の増加その他必要な措置
(4/1～)

フィットテスト
の実施
(4/1～)

再度の溶接ヒュームの濃度測定
(4/1～)

・現に、継続して金属アーク溶
接等作業を行っている屋内作業
場は、令和４年３月31日まで
に溶接ヒュームの濃度の測定を
行う必要があります。
※測定を行った場合、「換気風

量の増加その他必要な措置」
を講じていただく必要があり
ます。

お問い合わせ・・・都道府県労働局または労働基準監督署

（所在案内： http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html）

改正内容に関する通達・資料はこちら
厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00001.html

条文の参照は、e-GOV 法令検索システム
https://elaws.e-gov.go.jp/ 

2021/3/1

(4/1～)
選任義務
(4/1～)

実施義務
(4/1～)

・現時点でも、粉じん則の規
定により、金属アーク溶接等
作業に従事する労働者に、有
効な呼吸用保護具を使用させ
なければなりません。
・令和４年４月１日以降、特
化則と粉じん則に基づく防じ
んマスクについては、いずれ
か防護性能の高い方を使用し
なければなりません。


